
【別紙】

※１　応急措置、責任者への報告

※２　予防薬の内服希望

※３　専門医受診

について相談する。

専門医 専門医受診※３

・この要領で定める予防薬の内服は、緊急の措置であるため、早期に専門医を受診し、内服後の治療等

・曝露部位を大量の流水と石けん（眼球・粘膜への曝露の場合は大量の流水）で洗浄する。

・速やかに責任者と連絡を取り、予防内服に関する指示を仰ぐ。

・責任者は、事故の状況確認を行い、本人は、予防内服について自己の責任のもとに決定する。
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予防薬配置医療機関を受診

予防薬受領・内服

針刺し事故等の発生

応急処置、責任者への報告※１

予防薬の内服希望※２

予防薬配置医療機関へ提供の申し出

（HIV陽性又は陽性が強く疑われる血液）


